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児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
留
意
し
、
児
童
に
対
す
る
性
的
搾
取
及
び
性
的
虐
待
か
ら
児
童
を
保
護
し

そ
の
権
利
を
擁
護
す
る
と
の
本
来
の
目
的
を
逸
脱
し
て
他
の
目
的
の
た
め
に
こ
れ
を
濫
用
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
児
童
ポ
ル
ノ
所
持
等
の
禁
止
） 

第
六
条
の
二 

何
人
も
、
み
だ
り
に
、
児
童
ポ
ル
ノ
を
所
持
し
、
又
は
第
二
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
児
童
の
姿

態
を
視
覚
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
描
写
し
た
情
報
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
保
管
し
て
は
な
ら
な

い
。 

 

第
七
条
の
見
出
し
中
「
児
童
ポ
ル
ノ
」
の
下
に
「
所
持
、
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一



 

二

項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
を
同
条
第
二
項

と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

自
己
の
性
的
好
奇
心
を
満
た
す
目
的
で
、
児
童
ポ
ル
ノ
を
所
持
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。
自
己
の
性
的
好
奇
心
を
満
た
す
目
的
で
、
第
二
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
児
童
の
姿
態
を
視
覚
に

よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
描
写
し
た
情
報
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
保
管
し
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

第
九
条
中
「
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
、
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
前
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
中
「
か
ら
第
七
条
」
を
「
、
第
六
条
又
は
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
ま
で
」
を
「
第
六
条
ま
で
、
第
七
条
及
び
第
八
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
第
八
条
ま
で
」
を
「
第
六
条
ま
で
、
第
七
条
及
び
第
八
条
」
に
、
「
容
貌ぼ

う

」
を
「
容
貌
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
児
童
ポ
ル
ノ
の
」
の
下
に
「
所
持
、
」
を
加
え
、
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
児
童
ポ
ル
ノ
の
」
の
下
に
「
所
持
、
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
係
る
事
業
者
の
努
力
） 



  

三

第
十
四
条
の
二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
不
特
定
の
者
に
対
す
る
情
報
の
発
信
又
は
そ
の
情
報
の
閲
覧
等
の
た
め
に
必

要
な
電
気
通
信
役
務
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役

務
を
い
う
。
）
を
提
供
す
る
事
業
者
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
の
所
持
、
提
供
等
の
行
為
に
よ
る
被
害
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ

て
容
易
に
拡
大
し
、
こ
れ
に
よ
り
一
旦
国
内
外
に
児
童
ポ
ル
ノ
が
拡
散
し
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
廃
棄
、
削
除
等
に
よ
る

児
童
の
権
利
回
復
は
著
し
く
困
難
に
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
捜
査
機
関
へ
の
協
力
、
当
該
事
業
者
が
有
す
る
管
理
権
限
に
基
づ

き
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
情
報
の
送
信
を
防
止
す
る
措
置
そ
の
他
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
こ
れ
ら
の
行
為
の
防
止
に
資

す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
関
係
行
政
機
関
」
を
「
厚
生
労
働
省
、
法
務
省
、
都
道
府
県
警
察
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
そ

の
他
の
国
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
関
係
行
政
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
関
係
行
政
機
関
は
、
前
項
」
を
「
前
項

の
関
係
行
政
機
関
は
、
同
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
条
中
「
罪
」
を
「
規
定
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 



 

四

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
第
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
検
討
） 

第
二
条 

政
府
は
、
漫
画
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
し
て
作
成
さ
れ
た
映
像
、
外
見
上
児
童
の
姿
態
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
以
外
の
者
の
姿
態
を
描
写
し
た
写
真
等
で
あ
っ
て
児
童
ポ
ル
ノ
に
類
す
る
も
の（
次
項
に
お
い
て
「
児

童
ポ
ル
ノ
に
類
す
る
漫
画
等
」
と
い
う
。
）
と
児
童
の
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
と
の
関
連
性
に
関
す
る
調
査
研
究
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
情
報
の
閲
覧
等
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
（
次
項
に
お

い
て
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
閲
覧
の
制
限
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
技
術
の
開
発
の
促
進
に
つ
い
て
十
分
な
配
慮
を
す

る
も
の
と
す
る
。 

２ 

児
童
ポ
ル
ノ
に
類
す
る
漫
画
等
の
規
制
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
閲
覧
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後

三
年
を
目
途
と
し
て
、
前
項
に
規
定
す
る
調
査
研
究
及
び
技
術
の
開
発
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 



  

五

第
三
条 

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
一
項
第
二
号
ホ
中
「
第
八
条
ま
で
」
を
「
第
六
条
ま
で
、
第
七
条
又
は
第
八
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
五
条
の
二
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
百
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
百
九
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
第
八
条
ま
で
」
を
「
第
六
条
ま
で
、

第
七
条
若
し
く
は
第
八
条
」
に
改
め
る
。 

 

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
七
十
号
中
「
第
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
七
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 





  
 

七

 
 

 
 
 

理 

由 

 

児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
の
実
情
、
児
童
の
権
利
の
擁
護
に
関
す
る
国
際
的
動
向
等
に
鑑
み
、
児
童
ポ
ル
ノ
を
み
だ
り
に
所

持
す
る
こ
と
等
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
自
己
の
性
的
好
奇
心
を
満
た
す
目
的
で
の
児
童
ポ
ル
ノ
の
所
持
等
を
処
罰

す
る
罰
則
を
設
け
、
あ
わ
せ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
係
る
事
業
者
に
つ
い
て
児
童
ポ
ル
ノ
の
所
持
、
提
供
等
の
行
為

の
防
止
措
置
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


